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育児・健康相談（12月）
■日下表の通り　■内相談担当者＝保健師な
ど　※育児相談は母子健康手帳を持参
■問健康推進課（ ▽育児相談＝☎２３１-１４４７、

▽健康相談＝☎２３１-１９３５）
〔育…育児相談、健…健康相談〕

場　　所 日 曜
内　容
10：00

〜

12：00

六連島漁村センター

７ 金

健

唐戸保健センター 育

豊北保健センター 育

豊田保健センター １１ 火 育

新下関保健センター １７ 月 育 �
９:３0～１１:00

菊川保健センター １９ 水 育

豊浦保健センター ２１ 金 育

園児募集４月からの
保育園、認定こども園

（保育園タイプ）
■対平成３１年４月１日現在、市内に住民
票があり、保護者が次のいずれかに該
当し保育が必要な場合　▷家庭外（内）
で仕事をしている　▷出産前後のため
保育ができない　▷保護者の長期疾病
か障害　▷同居親族の介護・看護や長
期入院している親族の入院付き添い　
▷火災・風水害・地震などの災害の復
旧　▷求職活動や起業準備　▷学校や
職業訓練校などの就学　▷虐待やＤＶ
の恐れがある　▷市長が認める前述に
類する状態にある場合　■持子どものた
めの教育・保育給付支給認定申請書、
各種証明書など必要な書類、印
鑑、申請者のマイナンバーを確
認できる物、身元の確認ができ
る物（免許証など）　■申▷追加募
集＝（１回目）１２月７日（金）まで、
（２回目）１２月１0日～１月３１日　

※育児休業明け保育施設入所予約を含
む　▷求職活動を理由とする方につい
ても随時受け付けしますが、選考は追
加募集２回目の方と同時に行います。
※入園を希望する保育園、こども園で
申し込みを　※日曜日、祝日を除く　
※申込書は各施設、幼児保育課、各総
合支所市民生活課で配布
●幼稚園、認定こども園（幼稚園タイプ）
の園児募集（４月から）は各園に直接問
い合わせを
■問幼児保育課（☎２３１-１９２９）

年
末
年
始
の
医
療
機
関

　
年
末
年
始
の
日
曜
・
祝
日
当
番
医
に

よ
る
対
応
は
１２
月
３０
日
～
１
月
３
日
で

す
。
１２
月
２９
日
ま
で
は
医
療
機
関
に
よ
っ

て
対
応
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
か
か
り

つ
け
医
か
近
く
の
医
療
機
関
に
問
い
合

わ
せ
を
。

　
夜
間
の
急
病
の
際
は
、
下
関
市
夜
間

急
病
診
療
所（
内
科
・
小
児
科
）が
年
末

年
始
も
午
後
７
時
～
１１
時
は
、
毎
日
診

療
を
行
っ
て
い
ま
す
。
１２
月
３１
日
～
１

月
３
日
の
診
療
時
間
は
、
午
後
７
時
～

午
前
０
時
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

■問
保
健
医
療
政
策
課（
☎
２３１-

１
７
１
１
）

こ
ど
も

ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館
の
イ
ベ
ン
ト

●
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
＝
■対
４

歳
～
小
学
生
と
保
護
者　
■日
１２
月
１５
日

（
土
）午
後
１
時
３０
分
～
２
時
３０
分　
■内

ク
リ
ス
マ
ス
の
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ

ン
ト　
■定
２０
人（
先
着
順
）　
■料
１
０
０

０
円

●
赤
ち
ゃ
ん
お
食
事
会
＝
■対
０
・
１
歳

児
と
保
護
者　
■日
１２
月
２０
日（
木
）午
前

１１
時
～
正
午　
■内
離
乳
食
の
不
安
や
悩

み
を
、
子
育
て
相
談
員
と
解
消　
■定
５

組（
先
着
順
）　
■持
普
段
、
家
庭
で
食
べ

て
い
る
離
乳
食

■問
ふ
く
ふ
く
こ
ど
も
館

�

（
☎
２２７-

２
５
８
１
）

育
児
学
級
へ
ど
う
ぞ

●
子
育
て
編（
歯
、
育

児
に
つ
い
て
）＝
■対
生

後
８
カ
月
～
１
歳
ご

ろ
ま
で
の
赤
ち
ゃ
ん

と
保
護
者
の
方　
■日
１
月
１８
日（
金
）午

前
１０
時
～
１１
時
３５
分
ご
ろ　
■所
長
府
東

公
民
館　
■定
３０
組（
先
着
順
）　
■持
母
子

健
康
手
帳　
■申
電
話
で
、
１２
月
１８
日（
火
）

か
ら
山
陽
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
２４６-

３
８

８
５
）へ
。

■問
健
康
推
進
課（
☎
２３１-

１
４
４
７
）

赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え
る
た
め
の
教
室 

母
親
学
級
へ
ど
う
ぞ

■対
妊
娠
中
の
方　
■日
１２
月
１９
日（
水
）午

後
１
時
３０
分
～
３
時
３０
分　
■所
新
下
関

保
健
セ
ン
タ
ー　
■定
３０
人（
先
着
順
）　

■持
母
子
健
康
手
帳　
■申
電
話
で
健
康
推

進
課
へ
。

■問
健
康
推
進
課（
☎
２３１-

１
４
４
７
）

児
童
ク
ラ
ブ
入
会
児
童
募
集

■対
平
成
３１
年
４
月
１
日
時

点
で
、
市
内
の
小
学
校
に

就
学
予
定
の
児
童
か
、
市

内
在
住
で
市
外
の
小
学
校

に
就
学
予
定
の
児
童
で
、

そ
の
保
護
者
が
次
の
理
由

に
よ
り
、
昼
間
家
庭
で
児

童
の
保
育
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合　
▽
自
宅
外
か
自
宅
内
で
の
仕
事

▽
出
産
前
後　
▽
長
期
の
疾
病
か
心
身

の
障
害　
▽
同
居
家
族
の
介
護
・
看
護

▽
就
業
目
的
の
職
業
訓
練
・
学
校
へ
の

就
学　
▽
災
害
の
被
災
・
復
旧　
▽
そ

の
他
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
状

態　
■持
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
入
会
申
請

書
、
各
種
証
明
書
な
ど
必
要
な
書
類
、

印
鑑
、
口
座
振
替
依
頼
書（
本
人
用
控
）

の
写
し　
■申
１
月
８
日
～
２
月
６
日（
必

着
）に
、
入
会
希
望
の
児
童
ク
ラ
ブ
へ
。

▽
受
付
時
間
＝
平
日
は
午
後
１
時
３０
分
～

６
時
、
土
曜
日
は
午
前
９
時
～
午
後
５

時
３０
分　
※
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　

※
申
請
書
は
、
１２
月
１０
日（
月
）か
ら
各

児
童
ク
ラ
ブ
、
子
育
て
政
策
課
、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
で
配
布

■問
子
育
て
政
策
課（
☎
２３１-

１
４
３
１
）

ご
存
知
で
す
か
　
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」

と
は
絵
本
を
介
し
て
赤

ち
ゃ
ん
と
周
り
の
大
人

が
心
安
ら
ぐ
楽
し
い
語

り
合
い
の
ひ
と
と
き
を
持
つ
こ
と
を
応

援
す
る
運
動
で
す
。
絵
本
は
１
歳
６
カ

月
児
健
康
診
査
の
会
場
で
読
み
聞
か
せ

を
行
い
、
お
渡
し
し
ま
す
。

■持
母
子
健
康
手
帳

■問
子
育
て
政
策
課（
☎
２３１-
１
３
５
３
）

家
庭
教
育
推
進
事
業

●
ア
イ
シ
ン
グ
ク
ッ
キ
ー

＝
■対
年
少
・
年
中
・
年
長

児
と
保
護
者　
■日
１２
月
１６

日（
日
）午
前
１０
時
～
正
午　
■所
ド
リ
ー

ム
シ
ッ
プ

●
体
育
講
座
＝
■対
①
年
少
・
年
中
・
年
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ご利用ください 児童館のイベント
●ゆたか児童館（☎２５３-8２8１）
▷親と子の防火指導教室＝■対乳幼児と保護者　
■日１２月４日（火）午前１0時３0分
●ひかり童夢（☎２２９-0９80）
▷文関小合唱クラブクリスマスコンサート＝■対
幼児と保護者、小学生　■日１２月８日（土）午前１１
時　▷あかね会のえほんたいむ＝■対乳幼児と保
護者　■日１２月１７日（月）午前１１時２0分
●ひこまる（☎２66-３３２１）
▷親子エアロビクス＝■対乳幼児と保護者　■日１２
月１４日（金）午前１１時２0分　
●宇賀児童館（☎７７6-000１）
▷オリジナルな年賀状を作ろう＝■対幼児と保護
者、小学生　■日１２月８日（土）午前１0時３0分　
▷クリスマスお楽しみ会＝■対幼児と保護者、小
学生　■日１２月１５日（土）午後１時３0分　■内ピアノ
のミニコンサートや歌、ゲームで楽しい時間を
過ごそう！　■定５0人（先着順）　■申１２月１日～１0
日に、直接か電話で宇賀児童館へ。

　国民健康保険の被保険者が出
産したとき、出産育児一時金が
世帯主に支給されますが、出産
費用に充てるために医療機関へ
直接支払うことができます。
■内上限＝４２万円　※出産費用が
４２万円未満の場合は、申請によ
り差額を世帯主に支給　※産科
医療補償制度に加入しない医療
機関で出産した場合は、１万6,000
円を減算　※出産日翌日から２
年を経過した場合は、支給不可
■問保険年金課（☎２３１-１668）、各
総合支所市民生活課

出産育児一時金
直接支払制度　進学にかかる費用や就職の準備

金など、必要な資金の貸付制度で
す。申請から貸し付けまで最長２
カ月かかりますので、早目に相談
を。※貸し付けには一定の条件あ
り　※申請後の審査により、貸付
金額の減額や、貸し付けができな
い場合あり
■対市内在住の母子家庭の母、父子
家庭の父、寡婦、父母のいない児
童　※現在の収入で必要な経費を
賄える場合は対象外　■申▷申請期
限＝毎月１0日　※申請前に事前面
談が必要（要予約）※受け付け＝平
日の午前９時～午後４時
■申■問こども家庭支援課
� （☎２３１-１３５8）

母子父子寡婦福祉
資金の貸付

長
児
と
保
護
者
、
②
小
学
生
と
保
護
者

■日
１
月
１９
日
、
２
月
２
・
１６
日　
①
午

前
９
時
３０
分
～
１０
時
１５
分　
②
午
前
１０

時
３０
分
～
正
午　
■所
勝
山
公
民
館　
■持

な
わ
と
び
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

■共
■定
各
回
１０
組（
抽
選
）　
■共
■申
１２
月
１０

日（
月
／
必
着
）ま
で
に
、
往
復
は
が
き

に
○必（
８
㌻
）を
書
い
て
、
家
庭
教
育
推

進
事
業
事
務
局（
〒
７５０-

０
０
１
６
市
内

細
江
町
三
丁
目
１
番
１
号
）へ
。

■問
家
庭
教
育
推
進
事
業
事
務
局

�

（
☎
２３３-

１
１
７
１
）

福
祉・医
療

紙
お
む
つ
な
ど
の
介
護
用
品
を
支
給

　
要
介
護
者
を
介
護
す
る
同
居
家
族
に
、

紙
お
む
つ
な
ど
を
支
給
し
ま
す
。

■対
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
要
介

護
者
を
介
護
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
同
居
家
族　
▽
市
内
に
居
住
し
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る　
▽
要
介
護
３
・

４
・
５
で
あ
る　
▽
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
な
い　
※
要
介
護
３
の
場
合
は
、

平
成
３０
年
４
月
１
日
以
降
に
合
計
３
万

円
を
超
え
る
介
護
用
品
を
購
入
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
領
収
書
を
添
付
し
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て

申
請
を　
■内
▽
支
給
品
目
＝
紙
お
む
つ
、

尿
取
り
パ
ッ
ド
、
ゴ
ム
手
袋
、
お
尻
ふ

き
シ
ー
ト　
▽
支
給
限
度
＝
２
カ
月
に

つ
き
１
万
円
を
上
限
と
し
て
現
物
支
給

▽
利
用
者
負
担
＝
支
給
に
要
す
る
費
用

の
１
割

■問
長
寿
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
７８２-

１
９
２
２
）

後
期
高
齢
者
医
療
の 

減
額
証
・
限
度
証
制
度
の
申
請
を

　
住
民
税
非
課
税
世
帯

で
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該

当
す
る
方
は
、「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」を
、
３
割
保
険
証
で
現
役
並

み
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
は
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」を
医
療
機
関
等
の
窓

口
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
支
払
う
医
療

費
が
限
度
額
ま
で（
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方

は
入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
）と
な
り
ま

す
。
申
請
月
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
認
定

証
の
交
付
申
請
を
。

■持
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
印

鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
物
、
本

人
確
認
が
で
き
る
書
類　
■申
保
険
年
金

課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁

の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
料
は 

必
ず
納
期
限
ま
で
に

　
皆
さ
ん
が
病
院
な
ど
で
診
療
を
受
け

た
と
き
の
医
療
費
は
、
一
人
ひ
と
り
の

保
険
料
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
別

な
事
情
な
く
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
、

有
効
期
限
が
通
常
よ
り
短
い
被
保
険
者

証（
短
期
被
保
険
者
証
）や
、
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
る
被
保
険
者
資
格

証
明
書
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
保
険
料
は
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま

し
ょ
う
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
早

め
に
窓
口
へ
相
談
を
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
８
９
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

  

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談 

が
行
な
わ
れ
ま
す

●
豊
田
総
合
支
所
＝

■日
１２
月
２１
日（
金
）午

後
１
時
～
４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）　

■申
１２
月
３
日
～
２１
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
７６６-

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時　
※
祝
日
を
除
く　
■定
１２
人（
先
着
順
）

※
相
談
日
の
１
週
間
前
か
ら
、
直
接
か

電
話
で
予
約
を　
※
職
員
に
よ
る
一
般

相
談
は
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）


